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乳児等通園支援事業（通称：こども誰でも通園制度）について 

 

１．乳児等通園支援事業の概要  

 

（１）目的 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家

庭に対し、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化する。 

（２）対象者 

保育所等に通っていない※1０歳６か月から満３歳未満の乳幼児 

※１保護者の就労要件等は問わない 

（３）利用可能時間 

月１０時間まで（※令和８年度は未定） 

（４）事業の開始時期 

令和７年度：各自治体の判断により実施（任意事業） 

令和８年度：全国自治体で実施（義務事業） 

（５）一時預かり事業（一時保育）との違い 

・一 時 預 か り 事 業：家庭における保育が一時的に困難となったなど、保護者の立場からの

必要性に対応するもの 

・乳児等通園支援事業：保護者のために預かるものではなく、家庭にいるだけでは得られない

様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを

応援するもの 

 

 

 

２．本市における事業実施に向けた状況（令和７年１０月２９日現在） 

（１）事業の実施時期 

公立施設：令和８年１月より、市立向山こども園で先行開始 

私立施設：令和８年４月より、市の認可を受け、順次開始 

 

（２）習志野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

①パブリックコメント（令和７年６月１日～３０日） 

・習志野市子ども・子育て会議（令和７年６月２６日） 

・市内事業者への意向調査（令和７年６月２日～７月１１日） 

②令和７年習志野市議会第３回定例会（令和７年８月２８日～９月２９日） 

③条例の公布・施行（令和７年９月３０日） ※資料２添付資料を参照 
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（３）私立施設の認可手続き  

 

○認可手続きのスケジュール（令和８年４月～９月に事業開始） 

 

令和７年 令和８年 

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 

私
立
施
設 

        

市 

        

※認可以降の流れは、令和８年４月事業開始のスケジュール  

 

 

❖事前協議結果の状況（令和７年１０月１７日現在） 

事業者 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

小規模保育事業所 小規模保育事業所 保育所 幼稚園（新制度） 保育所 小規模保育事業所 

事業開始 令和８年５月 令和８年５月 令和８年５月 令和８年９月 令和８年６月 令和８年４月 

開所曜日 月曜 ～ 金曜 月曜 ～ 金曜 月曜 ～ 金曜 ２日／週 程度 月曜 ～ 金曜 月曜 ～ 金曜 

事業の 

種 類 
余裕活用型 余裕活用型 余裕活用型 

一般型 

（専用室独立） 
余裕活用型 余裕活用型 

定 員 １２人 １９人 ３人 ５人 ３人 ７人 

 ０歳 ２人 ６人 １人 ０人 １人 ３人 

 １歳 ４人 ６人 １人 ０人 １人 ２人 

 ２歳 ６人 ７人 １人 ５人 １人 ２人 

一時預かり 

事業の有無 
× × ○ ○ × ○ 

※余裕活用型は、保育所等の利用定員の範囲内での設定  

 

  

事前協議 認可申請 

書類審査・現地確認 

認可審査 

習志野市福祉問題審議会

への意見聴取 

システム登録 

初回面談 等 

準備行為 

事業開始 

審議会 

認可 
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３．今後（令和７年度）の予定  

（１）特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定（確認条例の一部改正） 

①令和７年習志野市議会第４回定例会（令和７年１１月２５日～１２月２３日） 

②利用定員の設定に関する意見聴取（令和８年２月予定） 

 

○確認手続きのスケジュール（令和８年４月～９月に事業開始） 

 

令和７年 令和８年 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 

私
立
施
設 

       

市 

       

※令和８年４月事業開始のスケジュール     

 

（２）令和８年下半期（１０月～令和９年３月）における事業実施の意向調査 

令和８年２月～３月にかけて、市内教育・保育事業者への３回目の意向調査を実施予定 

確認条例の 

一部改正 

子ども・子育て会議

への意見聴取 
審議会 

公示 確認審査 

基準案作成 

利用定員 

の設定 

確認申請 


